
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
三
十
六
条
の
三
十
五

法
第
三
十
四
条
の
十
三
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
三
十
六
条
の
三
十
五

法
第
三
十
四
条
の
十
三
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

保
育
所
、
幼
稚
園
、
認
定
こ
ど
も
園
そ
の
他
の
場
所
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
保
育
所
等
」
と
い
う
。）

に
お
い
て
、
主
と
し
て
保
育
所
等
に
通
っ
て
い
な
い
、
又
は
在
籍
し
て
い
な
い
乳
幼
児
に
対
し
て
一
時
預
か

り
事
業
を
行
う
場
合
（
次
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
一
般
型

一
時
預
か
り
事
業
」
と
い
う
。）
次
に
掲
げ
る
全
て
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
。

一

保
育
所
、
幼
稚
園
、
認
定
こ
ど
も
園
そ
の
他
の
場
所
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
保
育
所
等
」
と
い
う
。）

に
お
い
て
、
主
と
し
て
保
育
所
等
に
通
っ
て
い
な
い
、
又
は
在
籍
し
て
い
な
い
乳
幼
児
に
対
し
て
一
時
預
か

り
事
業
を
行
う
場
合
（
次
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
一
般
型

一
時
預
か
り
事
業
」
と
い
う
。）
次
に
掲
げ
る
全
て
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
準
じ
、
一
般
型
一
時

預
か
り
事
業
の
対
象
と
す
る
乳
幼
児
の
年
齢
及
び
人
数
に
応
じ
て
、
当
該
乳
幼
児
の
処
遇
を
行
う
職
員
と

し
て
保
育
士
（
特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
一
般
型
一
時
預
か

り
事
業
を
行
う
場
所
に
あ
つ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定

保
育
士
。
以
下
こ
の
ロ
及
び
ハ
に
お
い
て
同
じ
。）そ
の
他
市
町
村
長
が
行
う
研
修
（
市
町
村
長
が
指
定
す

る
都
道
府
県
知
事
そ
の
他
の
機
関
が
行
う
研
修
を
含
む
。）を
修
了
し
た
者
を
置
く
こ
と
と
し
、
そ
の
う
ち

半
数
以
上
は
保
育
士
（
当
該
一
般
型
一
時
預
か
り
事
業
を
利
用
し
て
い
る
乳
幼
児
の
人
数
が
一
日
当
た
り

平
均
三
人
以
下
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
一
条
の
三
十
二
に
規
定
す
る
研
修
と
同
等
以
上
の
内
容
を

有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
修
了
し
た
者
を
含
む
。
ハ
に
お
い
て
同
じ
。）で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当

該
職
員
の
数
は
、
二
人
を
下
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
。

ロ

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
準
じ
、
一
般
型
一
時

預
か
り
事
業
の
対
象
と
す
る
乳
幼
児
の
年
齢
及
び
人
数
に
応
じ
て
、
当
該
乳
幼
児
の
処
遇
を
行
う
職
員
と

し
て
保
育
士
（
特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
一
般
型
一
時
預
か

り
事
業
を
行
う
場
所
に
あ
つ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定

保
育
士
。
以
下
こ
の
ロ
及
び
ハ
た
だ
し
書
に
お
い
て
同
じ
。）そ
の
他
市
町
村
長
が
行
う
研
修
（
市
町
村
長

が
指
定
す
る
都
道
府
県
知
事
そ
の
他
の
機
関
が
行
う
研
修
を
含
む
。）を
修
了
し
た
者
を
置
く
こ
と
と
し
、

そ
の
う
ち
半
数
以
上
は
保
育
士
（
当
該
一
般
型
一
時
預
か
り
事
業
を
利
用
し
て
い
る
乳
幼
児
の
人
数
が
一

日
当
た
り
平
均
三
人
以
下
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
一
条
の
三
十
二
に
規
定
す
る
研
修
と
同
等
以
上

の
内
容
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
修
了
し
た
者
を
含
む
。
ハ
た
だ
し
書
に
お
い
て
同
じ
。）で
あ
る

こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
職
員
の
数
は
、
二
人
を
下
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
。

ハ

ロ
に
規
定
す
る
職
員
は
、
専
ら
当
該
一
般
型
一
時
預
か
り
事
業
に
従
事
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
専
ら
当
該
一
般
型
一
時
預
か
り
事
業
に
従
事

す
る
職
員
を
一
人
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

ハ

ロ
に
規
定
す
る
職
員
は
、
専
ら
当
該
一
般
型
一
時
預
か
り
事
業
に
従
事
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
一
般
型
一
時
預
か
り
事
業
と
保
育
所
等
と
が
一
体
的
に
運
営
さ
れ
て
い
る
場
合

で
あ
つ
て
、
当
該
一
般
型
一
時
預
か
り
事
業
を
行
う
に
当
た
つ
て
当
該
保
育
所
等
の
職
員
（
保
育
そ
の
他

の
子
育
て
支
援
に
従
事
す
る
職
員
に
限
る
。）に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
専
ら
当
該

一
般
型
一
時
預
か
り
事
業
に
従
事
す
る
職
員
（
保
育
士
に
限
る
。）を
一
人
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

当
該
一
般
型
一
時
預
か
り
事
業
と
保
育
所
等
と
が
一
体
的
に
運
営
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当

該
一
般
型
一
時
預
か
り
事
業
を
行
う
に
当
た
つ
て
当
該
保
育
所
等
の
職
員
（
保
育
そ
の
他
の
子
育
て
支

援
に
従
事
す
る
職
員
に
限
る
。）に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
専
ら
当
該
一
般
型
一
時

預
か
り
事
業
に
従
事
す
る
職
員
が
保
育
士
で
あ
る
と
き

（
新
設
）

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
一
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
三
十
四
条
の
十
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
六
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信





当
該
一
般
型
一
時
預
か
り
事
業
を
利
用
し
て
い
る
乳
幼
児
の
人
数
が
一
日
当
た
り
平
均
三
人
以
下
で

あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
保
育
所
等
を
利
用
し
て
い
る
乳
幼
児
の
保
育
が
現
に
行
わ
れ
て
い
る
乳
児
室
、

ほ
ふ
く
室
、
保
育
室
又
は
遊
戯
室
に
お
い
て
当
該
一
般
型
一
時
預
か
り
事
業
が
実
施
さ
れ
、
か
つ
、
当

該
一
般
型
一
時
預
か
り
事
業
を
行
う
に
当
た
つ
て
当
該
保
育
所
等
の
保
育
士
に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
と
き

（
新
設
）

ニ
・
ホ

（
略
）

ニ
・
ホ

（
略
）

二
〜
四

（
略
）

二
〜
四

（
略
）

（
略
）

（
略
）

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報


